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  規   則   

規 則 第   ２   号   

令和 ３ 年 ２ 月１９日   

 

 熊本市市営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び熊本市県営農業農村整備事業分担

金徴収条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

    熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市市営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び熊本市県営農業農村整備事業

分担金徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 （熊本市市営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則の一部改正） 

第１条 熊本市市営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則（平成３年規則第９８号）の一

部を次のように改正する。 

  別表中「１００分の６０」を「１００分の５０」に改める。 

（熊本市県営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則の一部改正） 

第２条 熊本市県営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則（平成２８年規則第 ２７号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中「１００分の６０」を「１００分の５０」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の熊本市市営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則別表の

規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に分担金を徴収して施行する

事業として認定されたものについて適用し、施行日前に認定されたものについては、なお従

前の例による。 

３  第２条の規定による改正後の熊本市県営農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則別表

の規定は、施行日以後に分担金を徴収して施行する事業として認定されたものについて適用

し、施行日前に認定されたものについては、なお従前の例による。 
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  訓   令   

訓 令 第  １  号   

令和 ３ 年 ２ 月１９日   

 

 熊本市公印に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市公印に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市公印に関する訓令（昭和３０年訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。 

２ 別表(1)一般公印の表の規定の適用については、当分の間、同表行政機関の長の印の項中「各

１」とあるのは「各１（保健所長の印にあっては、２）」と、「庶務担当課長」とあるのは

「庶務担当課長（保健所長の印にあっては、庶務担当課長及び新型コロナウイルス感染症対

策課長）」とする。 

 

附 則 

この訓令は、令達の日から施行する。 

 


